
令和6年1月22日　　公告

港区安治川突堤北岸壁補修工事(その3）

特記仕様書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所 誤 正

特記仕様書
第2項 1 補修工 15)

水中不分離性コンクリートは上部コンクリート下部に
十分充填されたことを確認するまで連続して打設する
こと。なお、水中部では原則として打継目を作らない
こと。

水中不分離性コンクリートは原則として、上部コンク
リート下部に十分充填されたことを確認するまで連続
して打設すること。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤  特記仕様書 
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